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国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
は
、
老
後
の

生
活
を
安
心
し
て
送
れ
る
よ
う
、
社
会
全
体

で
高
齢
者
の
生
活
を
支
え
、
ご
自
身
が
高
齢

者
に
な
っ
た
と
き
に
は
次
の
世
代
に
支
え
て

も
ら
う
、
い
わ
ば
仕
送
り
の
よ
う
な
仕
組
み

（
＝
社
会
的
扶
養
）
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

考
え
の
も
と
で
形
成
さ
れ
て
き
た
制
度
で
す
。

　
す
で
に
　
歳
に
な
ら
れ
た
方
や
、
こ
れ
か

20

ら
　
歳
を
迎
え
ら
れ
る
人
も
国
民
年
金
制
度

20
を
よ
く
理
解
し
、
き
ち
ん
と
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
ま
し
ょ
う
。

　
自
営
業
者
や
学
生
な
ど
は
国
民
年
金
第
1

号
被
保
険
者
に
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
公
務
員

は
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
に
加
入

す
る
と
同
時
に
国
民
年
金
第
2
号
被
保
険
者

に
、
ま
た
第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
配
偶
者
は
国
民
年
金
第
3
号
被
保
険
者

に
な
り
ま
す
。

　
国
民
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
は
、
や
が
て

訪
れ
る
長
い
老
後
の
収
入
を
約
束
し
て
く
れ

る
唯
一
の
年
金
制
度
で
、
終
身
に
わ
た
り
支

給
さ
れ
ま
す
の
で
安
心
で
す
。

　
ま
た
、
老
後
の
所
得
保
障
だ
け
で
は
な
く
、

病
気
や
怪
我
で
障
が
い
が
残
っ
た
場
合
に
は
、

障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
、
亡
く
な
ら
れ

た
と
き
に
は
残
さ
れ
た
家
族
に
遺
族
基
礎
年

金
が
支
給
さ
れ
る
な
ど
、
思
い
が
け
な
い
人

生
の

「
万
一
」
に
も
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。

　
し
か
し
、
年
金
制
度
に
加
入
し
な
か
っ
た

り
、
保
険
料
を
納
め
な
い
で
い
る
と
、
場
合

に
よ
っ
て
は
年
金
を
受
給
で
き
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
　
歳
の
誕
生
日
近
く
に
日
本
年
金
機
構
か

20
ら
、
年
金
加
入
の
申
請
用
紙
が
送
ら
れ
て
き

ま
す
の
で
、
申
請
用
紙
と
印
鑑
を
持
参
の
う

え
、
町
民
生
活
課
で
手
続
き
を
取
る
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。

　
学
生
で
収
入
が
な
い
た
め
保
険
料
の
納
付

が
困
難
な
場
合
は
、
学
生
納
付
特
例
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
特
例
を
受
け
る
と
、
保
険
料
の
納
付

期
限
を
　
年
間
ま
で
延
ば
す
こ
と
が
で
き
ま

10

す
の
で
、
就
職
し
て
か
ら
支
払
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
ま
た
、
こ
の
手
続
き
は
毎
年
4
月
に
申
請

す
る
も
の
で
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　
廃
棄
物
の
投
棄
は

「
廃
棄
物
の
処
理
及
び

清
掃
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
当
町
に
お
け
る
廃
棄
物
の
不
法
投
棄
等
の

違
法
行
為
は
、
依
然
と
し
て
後
を
絶
た
な
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
通
常
、
不
法
投
棄
な
ど
の
違
法
行
為
の
発

覚
は
、
職
員
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
や
町
民
か

ら
の
通
報
に
よ
る
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い

る
状
況
で
、
今
後
、
益
々
増
え
る
不
法
投
棄

等
の
違
法
行
為
の
未
然
防
止
や
拡
大
防
止
の

た
め
、
多
く
の
町
民
の
方
か
ら
の
幅
広
い
情

報
の
提
供
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
自
宅
敷
地
内
で
あ
っ
て
も
ご
み
の

野
焼
き
や
ご
み
の
埋
め
立
て
も
不
法
投
棄
と

な
り
ま
す
の
で
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
注
意
願
い

ま
す
。

　
ま
た
、
使
わ
な
く
な
っ
た
家
電
製
品
に
は

再
び
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
部
品
な
ど
、

資
源
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

資
源
の
有
効
活
用
と
ク
リ
ー
ン
な
環
境
の
た

め
に
、
リ
サ
イ
ク
ル
は
益
々
大
切
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
し
か
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
に
は
収
集
や
運
搬
、

処
理
に
お
金
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
使
っ
た

人
も
売
っ
た
人
も
、
皆
さ
ん
で
協
力
し
あ
う

こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。　

　
テ
レ
ビ
・
冷
蔵
庫

・
冷
凍
庫

・
洗
濯
機

・

エ
ア
コ
ン
・
パ
ソ
コ
ン
な
ど
で
す
。

※
廃
棄
物
を
不
法
に
投
棄
し
た
者
は
次
の
と

お
り
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
５
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
１
０
０
０
万

円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
科
料
。

　
町
で
管
理
し
て
い
ま
す
新
冠
共
同
墓
地
に

つ
い
て
、
現
在
空
き
区
画
が
あ
り
、
１
年
以

内
に
お
墓
を
建
立
す
る
方
で
、
新
冠
町
に
住

所
を
有
す
る
方
に
随
時
墓
地
使
用
許
可
の
受

付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

産
新
冠
共
同
墓
地

（字
西
泊
津
）

　
　
　
7
区
画
（6
㎡
）　
使
用
料
２
万
円

●
問
い
合
わ
せ
先

    町
民
生
活
課
町
民
生
活
グ
ル
ー
プ
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  国
民
年
金
だ
よ
り

  環
境
衛
生
だ
よ
り

　
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金

20国
民
年
金
と
は
国
が
責
任
を
も
っ
て

運
営
す
る
公
的
年
金
で
、
日
本
に
住

む
　
歳
か
ら
　
歳
ま
で
の
全
て
の
人

20

60

が
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
ま
す

加
入
手
続
き
は
役
場
の
窓
口
で

学
生
納
付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
禁
止
と
家
電
・
パ

ソ
コ
ン
の
リ
サ
イ
ク
ル
へ
の
協
力
の

お
願
い

リ
サ
イ
ク
ル
家
電
対
象
商
品

新
冠
共
同
墓
地
の
公
募
に
つ
い
て
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　冬の北海道において万が一電力不足になり、停電がおこると社会生活に甚大な影響を及ぼします。

　そうした事態を避けるため、国と北海道電力は平成22年度と比較して7％以上の節電を全道に要請しました。

～ご家庭で節電をお願いしたい期間・時間帯～

 12月10日 （月）～12月28日 （金）　　平日16時～21時

  1月   7日 （月）～  3月   1日 （金）　　平日  8時～21時

  3月   4日 （月）～  3月   8日 （金）　　　　16時～21時

ご家庭における節電のお願い

（北海道電力パンフレット出典）


